





特定自主検査に関する業務規程（例）






　　年　　月　　日　制　　　定









（会社名）





特定自主検査に関する業務規程

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に関わる登録及び指定に関する省令第19条の15第3号の規定に基づく「特定自主検査に関する業務規程」を次のように定める。

（検査業者の責務）
第1条 特定自主検査（以下「検査」という。）の業務の関係者は、その業務の重要性及びその社会的使命を十分認識するとともに、労働安全衛生法関係法令及びこの規定を遵守し、誠実に責務を遂行するものとする。
（代表者の責務）
第2条 代表者は、自らが、特定自主検査業務の最高責任者として「統括責任者」となるか、又は代表者に準ずる者を「統括責任者」として選任する等、茨城営業所のみで業務を行うこととする。また、必要に応じて「副統括責任者」を選任し、「統括責任者」の業務を行わせることができる。
（統括責任者の職務）
第3条 統括責任者は、関係部署を指揮監督し、次に掲げる職務を行うものとする。
　 イ　 検査事務所が検査を行う機械等、検査に関わる事項を本規定に定め、検査実施状況を管理すること。
　 ロ　 検査事務所における検査員（検査を行うための有資格者であって、検査を行う者。以下同じ）を指名し、その把握状況を管理し、検査数が法定の人数を下回らないように、定期的に検査者の養成を図ること。
ハ   検査業者継承の届出、登録事項の変更、検査業務の廃止及び業務規程の変更に関する業務を行うこと。
二   特定自主検査実施報告書を都道府県労働局長に提出するための事務を行うこと。
ホ   定期的に、検査業務に関する監査指導を実施し、必要な改善措置を講ずること。
へ   検査の受付、着手、完了等を、検査日報等により、適正に管理すること。
ト   検査を行う機械等の種類ごとに検査者を定め、検査事務所内に検査員名の一覧表を掲示すること。
チ   検査員に、検査実施時、当社の定める検査員標識（腕章等）を着用させること。
リ   検査結果の証明書（特定自主検査記録表と兼用するもの。以下「証明書」という。）の内容を点検し、「責任者」欄に自署の上、当該証明書を発行すること。
ヌ　 検査済標章の購入、受払い、廃棄及び発行等の業務を管理すること。必要に応じて「標章管理者」を任命し、この業務を行わせることができる。
ル　 検査機器の管理を行うこと。
オ　 検査料の請求及び収納の業務を管理すること。
ワ　 検査員の能力向上及び意識高揚のための教育を行うこと又は関係団体が開催する研修会等に参加させること。
カ　 第15条に定める検査業務に関する帳簿等を管理すること。
ヨ　 その他検査実施及び運営に関すること。
（機械等の種類）
第4条 検査を行うことができる機械等の種類は、次に掲げるものとする。
　　 イ　フォークリフト
　　 ロ　不整地運搬車
　　 ハ　車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用）
　　 二　同上（基礎工事用）
ホ　同上（締固め用）
へ　同上（コンクリート打設用）
ト　高所作業車
チ　動力プレス
（検査事務所）
第5条 検査の業務を行うための検査事務所を設置する。検査事務所の名称、所在地は別紙１のとおりとする。　
（検査者の配置）
第6条 検査を行う機械等の種類により検査事務所に次に定める人数以上の検査員を配置する。

　 イ　フォークリフト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2人
ロ　不整地運搬車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2人
ハ　車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用）　　　　　　　2人
二　同上（基礎工事用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2人
ホ　同上（締固め用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2人
へ　同上（コンクリート打設用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2人
ト　高所作業車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2人
チ　動力プレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２人
（検査機器）
第7条 検査事務所には、次に定める検査機器を1以上、特定自主検査業務を適正に行うために必要な数配置するものとする。
（動力プレスの場合）
　　 イ　回転計
ロ　電圧計
ハ　電流計
ニ　探傷器
ホ　停止性能測定装置			
へ　絶縁抵抗器			
ト　硬さ試験機	
（動力プレス以外の場合）
　 イ　シリンダー内の圧縮気体の圧力を測定する圧力計
ロ　回転計
ハ　シックネスゲージ
二　油圧装置の圧力を測定する圧力計
ホ　電圧系
へ　電流計
ト　深傷器
チ　摩耗ゲージ
2　 検査員は、検査に際しては前項の検査機器を使用し、適切な検査を行うものとする。
（検査判定基準値表）
第8条 検査事務所に、検査対象機器に関する、「定期自主検査指針」（労働安全衛生規則第167条等の自主検査に係るもの）における判定基準として掲げられる「メーカーの指定する基準値」を記入した検査判定基準値表を備えるものとする。
（検査を行う場所）
第9条 検査は、検査事務所において行うもの及び依頼者の指定する場所において行うもの（以下「出張検査」という。）
（検査料の額）
第10条 検査料の額は別紙２のとおりとする。
2　　検査料は、検査を行うために必要な費用とし、修理費、部品費、油脂燃料費、運送費、代車及び洗車費・諸経費等は含まないものとする。
3　　出張検査については、検査料とは別に次の料金を請求するものとする。
　 イ　 出張サービス料・・・検査事務所から検査実施場所までの往復距離（単位；km）に1当たり　　円を掛けた額
　 ロ　 旅費実費・・・・・・有料道路の使用料、鉄道料金、フェリー料金等の実費
（検査料の収納方法）
第11条 検査料は、検査の終了後30日以内に請求し、現金又は銀行振込み又は手形等に
よって収納するものとする
（証明書の発行等）
第12条 検査を終了したときには、遅滞なく検査事務所統括責任者の自署を受け、証明書を発行するものとする。
2　　　検査の結果、異常を認められた時は修理等についての助言、勧奨を行うものとする。
3　　　依頼者からの要請に応じ検査と同時に修理を行ったときは発行した証明書に所要の事項を記入するものとする。
（検査済標章の発行）
第13条 検査済標章は、検査の終了後、遅滞なく検査業者用の検査済標章を発行するものとする。検査済標章の添付は、機械の見易い箇所に依頼者が行うものとし、この場合、その旨を帳簿に明記するものとする。ただし、検査結果において未補修の不具合が無い場合に限り、依頼者の要請により検査員が添付することができる。
（再発行）
第14条 証明書及び検査済標章の再発行の申込みは、別紙3より受付けるものとする。
2　　　証明書及び検査済標章を再発行する場合は、特定自主検査台帳により検査の実施を確認の上、これを行うものとする。ただし、検査済標章の損傷による申込みの場合は、先に発行した検査済標章と引替えに発行するものとする。
3　　　証明書及び検査済標章の再発行の手数料は、次に掲げるとおりとする。
イ　　証明書・・・・　　円
ロ　　検査済標章・・　　円
（業務に関する帳簿等）
第15条 検査事務所に検査に関する帳簿等（以下「帳簿」という。）を備えるものとする。
2   　 帳簿の種類、様式及び保存期間は、次に掲げるとおりとする。
	帳簿の種類
	様式
	保存の期間

	再交付申込書
	別紙３
	3年

	特定自主検査台帳
	別紙４
	3年

	検査料収納簿
	別紙５
	3年

	検査済標章受払簿
	別紙６
	3年

	特定自主検査証明書
	別紙７
	3年



※別紙４と別紙５は１つの用紙で各帳簿を兼ねるものとする。
※別紙6の特定自主検査証明書は公益社団法人建設荷役車両安全技術協会作成の特定自主検査記録表とする。

（検査済標章の管理）
第16条 検査済標章は、検査事務所において鍵のかかる金庫等に保管するものとする。
　2   　検査事務所統括責任者は定期的に検査済標章受払簿と実在の検査済標章との整合を確認する。
（営業時間、休日等）
第17条 営業時間は、始業午前９時、就業午後６時とする。ただし、緊急かつ必要と認めたときにはこれによらないことがある。
2　　 休日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月２８日～1月5日まで）とする。
　　　ただし、緊急かつ必要と認められたときはこれによらないことがある。
3　　 依頼者の要請により営業時間外又は休日に検査を行ったときは、所定の検査料の30%増しの料金を請求するものとする。
（業務規程の備付け等）
第18条 検査事務所にこの業務規程を備え付け、その内容を関係者に周知するものとする。
（本規定の変更）
第19条 この規定を変更したときは、遅滞なく茨城労働局に業務規程の変更報告を行うものとする。
附　則
この規定は●●年●月●日から施行する。























別紙1
検査事務所の名称、所在地、検査する機械等の種類等（例）
	検査事務所
の名称
	所在地
	機械等
の種類
	担当地域
	その他

	本社
	
	
	
	

	営業所
	
	
	
	


備考：「機械等の種類」欄の番号は、次のものを示す。
1：フォークリフト
2：不整地運搬車
3：車両系建設機械（整地・運搬・積込み、掘削用及び解体用）
4：車両系建設機械（締固め用）
5：車両系建設機械（基礎工事用）
6：車両系建設機械（コンクリート打設用）
7：高所作業車
8：動力プレス




















別紙2
対象機械の種類と検査料（例）
　　年　月　日制定
（消費税別途）
	機械等の種類
	トン数(最大荷重)
	1件当たりの検査料（単位；円）

	フォークリフト
	1.0トン以上2.0トン未満
	

	
	2.0トン以上3.0トン未満
	

	
	3.0トン以上5.0トン未満
	　　

	
	5.0トン以上8.0トン未満
	

	
	8.0トン以上10トン未満
	

	
	10トン以上15トン未満
	

	
	15トン以上20トン未満
	

	
	20トン以上
	

	車両系建設機械
（整地・運搬等）
	機体重量
	

	
	3.0トン未満
	

	
	3.0トン以上8.0トン未満
	

	
	8.0トン以上10トン未満
	

	
	10トン以上30トン未満
	

	
	30トン以上
	


















